
議案第１０３号 

 

杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年１２月１６日 

 

提 出 者  杉 並 区 教 育 委 員 会 

教 育 長  渋 谷  正 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

欠勤等の日数から高齢者部分休業及び病気休暇が承認された期間が１箇月以下で

ある場合を除く等の必要がある。 

 

 



杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年１２月 日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第 号

杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則（平成１９年杉並区教育委員会規則

第１７号）の一部を次のように改正する。

第５条第６項中「又は育児部分休業」を「、育児部分休業、高齢者部分休業又は

病気休暇」に、「介護休暇により」を「介護休暇、高齢者部分休業又は病気休暇に

より」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（欠勤等日数） （欠勤等日数） 

第５条 略 第５条 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

６ 第１項及び前２項の規定は、介護休暇、育児部分休業、高齢者部分休業

又は病気休暇により勤務しない期間については、それぞれ日を単位として

承認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日と時間を

単位として承認された場合における勤務しない時間を７時間45分をもって

１日として換算した日及び１日未満の端数の時間（育児短時間勤務職員等

として在職した期間において介護休暇、高齢者部分休業又は病気休暇によ

り勤務しない期間にあっては日を単位として承認された場合における勤務

しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位

として承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を育児短時

間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を７時間45分をもって１日と

して換算した日及び１日未満の端数の時間とし、定年前再任用短時間勤務

職員として在職した期間において介護休暇、育児部分休業、高齢者部分休

業又は病気休暇により勤務しない期間にあっては日を単位として承認され

た場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日における勤務しな

い時間と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間をそれ

ぞれ合計した時間を勤務時間条例第３条第３項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下「定

年前再任用短時間勤務職員に係る算出率」という。）で除して得た時間を

７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の時間とす

る。）を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。 

６ 第１項及び前２項の規定は、介護休暇又は育児部分休業        

      により勤務しない期間については、それぞれ日を単位として

承認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日と時間を

単位として承認された場合における勤務しない時間を７時間45分をもって

１日として換算した日及び１日未満の端数の時間（育児短時間勤務職員等

として在職した期間において介護休暇により               

 勤務しない期間にあっては日を単位として承認された場合における勤務

しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位

として承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を育児短時

間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を７時間45分をもって１日と

して換算した日及び１日未満の端数の時間とし、定年前再任用短時間勤務

職員として在職した期間において介護休暇又は育児部分休業       

       により勤務しない期間にあっては日を単位として承認され

た場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日における勤務しな

い時間と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間をそれ

ぞれ合計した時間を勤務時間条例第３条第３項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下「定

年前再任用短時間勤務職員に係る算出率」という。）で除して得た時間を

７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の時間とす

る。）を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用しない。 

７ 略 ７ 略 
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